
 

不用物品（検定満期水道メーター）の売却に関する仕様書 

 

 

１ 検定満期水道メーター（以下「メーター」という。）は、保管場所から全

て契約業者が搬出するものとし、作業に要する一切の費用を負担すること。 

 

２ メーターは保管状態での引渡しとし、メーターを保管しているケースにつ

いては返却するものとする。 

 

３ メーターの保管場所及び保管状態は別添１、売却数量は別添２をそれぞれ

参照のこと。 

 

４ 売却物品及び搬出方法の下見については以下のとおりとするため、前日の

１６時までに必ず以下の連絡先へ予約し、時間の指定を受け、指定された

時間に下見場所へ来ること。予約のない業者及び指定された時間を厳守し

ない業者については、下見を断る場合がある。 

  なお、下見を行わずに入札に参加することは差し支えないが、電話等によ

る売却物品の状態等に対する問合せは一切受け付けない。 

 

 ⑴ 下見日時 

   日程：令和８年７月１日（水）～令和８年７月３日（金） 

   時間：各日とも１０：００～１５：３０（ただし、12：00～13：00を除

き、１業者につき３０分以内とする。） 

 ⑵ 下見場所 

   京都市上下水道局総合庁舎１階 量水器倉庫 

   京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地３ 

 ⑶ 連絡先 

   京都市上下水道局 水道部給水工事事務所（南部）（担当：田中・山田） 

   電話番号：０７５－６７２－３６７１ 

 

５ 京都市上下水道局（以下「当局」という。）が発行する納入通知書に基づ

き、契約決定の日から令和８年８月２１日（金）までに代金を納入するこ

と。 

 

６ 搬出作業は、代金納入後の令和８年９月１１日（金）までとし、期間内に

必ず引取りを完了すること。この期間については、メーターを保管してい

るケースの返却日も含む。 

  また、搬出作業を開始する前に、納付書の控え（原本）を当局の担当者に

提示し、搬出作業が完了したときには、京都市公営企業管理者上下水道局長

宛の受領書等を同担当者に提出すること。 

 

７ 搬出作業に当たっては、事前に当局に連絡したうえで、指示された時間に

当局の担当者立会いの下で行うこととし、保管場所での業務の支障になら

ないよう十分注意すること。事故等についても十分注意すること。運搬機

器の使用については協議により可とする場合がある。 

 

８ 搬出した物品は、輸送中に落下させないよう十分に対策を講じること。 

 

９ 本契約の履行に際して、発生した事故・負傷等に関して、当局は一切の責

任を負わない。 



 

10 その他引取り作業の詳細については、当局の指示に従うこと。 

 

11 契約業者は、他の業者に売却等する場合、引取り時に表示部等のプラスチ

ックが残っているメーターについては、当該プラスチックを廃棄しなけれ

ばならない。なお、メーターの分解により発生したプラスチック等は、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令に基づき、適切に処分する

こと。 

 

12 契約の履行に当たっては、道路交通法、道路運送車両法、道路法、公害防

止に関する諸法等関係法令を遵守すること。 

 

13 契約業者は民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き取った本

件売却物品が種類、品質又は数量（個数）に関して契約の内容に適合しな

いことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の

請求及び契約の解除をすることはできない。 

 

14 この仕様書に定めがない事項については、京都市上下水道局契約規程及び 

関係法令によるほか、双方が協議して定める。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    検定満期水道メーター 保管状況     別添 １ 

13㎜ 「B」 

13㎜ 「E」 

13㎜ 「ＢE」 

20㎜ 「B」 

20㎜ 「E」 

25㎜ 「B」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25㎜ 「E」 

40㎜ 「B」 

40㎜ 「E」 

50㎜ 「B」 

75㎜ 「B」 

100㎜ 「B」 

電磁式 50㎜ 150㎜ 200㎜ 

旧メーター 



別添２

口径

（ｍｍ）

種別

（材質記号等）
個数 （内）未分解

１個あたりの重

量目安（kg）

重量目安

（kg）

補足管込

補足管個数

B 199 5 0.8 159.2

E 109 1 0.8 87.2

BとE混合 1 0 0.8 0.8

その他（旧メーター） 14 14 0.8 11.2

B 701 1 1.5 1051.5

E 338 0 1.5 507

BとE混合 0 0 1.5 0

その他（旧メーター） 1 1 1.5 1.5

B 36 0 1.7 61.2

E 17 2 1.7 28.9

BとE混合 0 0 1.7 0

その他（旧メーター） 1 1 1.7 1.7

B 107 4 3.5 374.5

E 10 0 3.5 35

BとE混合 0 0 3.5 0

その他（旧メーター） 3 3 3.5 10.5

B 115 54 19 2185 115

ステンレス（電磁式） 1 1 12.8 12.8 2

その他 0 0 0 0

B 51 13 32 1,632 51

その他 0 0 0 0

B 5 1 47 235 5

その他 0 0 0 0

150 ステンレス（電磁式） 5 5 37.8 189 10

200 ステンレス（電磁式） 2 2 57.2 114.4 4

1,716 108 6,698

※種別（材質記号）は目視確認です。

※各位口径の個数や重量目安、補足管の個数については、若干の増減があります。
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